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2024 司法書士試験 中上級ガイダンス 

レベルを体感！

「択一ターゲット攻略講座」模擬講義 
司法書士講師 根本正次 
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ポイント ① インプットとアウトプットを一挙にできる、画期的テキスト 

 

本講座のテキストは、見開きで 

（左ページ）「○×式の肢別問題」 

（右ページ）「まとめ図表」 

というレイアウトにしています。これにより、 

①〇×問題で間違えたものを、まとめ図表でインプットできる  ②まとめ図表で覚えたものを、

〇×問題で確認する ということができます。 

受験において必要な知識のインプット・アウトプットをこの一冊で完了できるでしょう。 

 

ポイント ② こだわったのは学習の効率化 

 
＜午前の部＞ 
 平成 28 平成 29 平成 30 平成 31 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 

AA ランク（80％以上） １６ １６ １６ １３ １７ １９ ２３ １９ 

Ａランク（60％以上） １０ ８ １０ １２ ９ １２ ９ １２ 

Ｂランク（40％以上） ５ ７ ８ ８ ９ ４ ３ ２ 

Ｃランク（30％以上） ０ ３ １ ２ ０ ０ ０ ０ 

Ｄランク（29％以下） ４ １ ０ ０ ０ ０ ０ ２ 

 
＜午後の部＞ 
 平成 28 平成 29 平成 30 平成 31 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 

AA ランク（80％以上） ９ ５ １０ ５ １０ ４ ６ ４ 

Ａランク（60％以上） １５ ２４ １８ １４ １２ １５ ２３ ２３ 

Ｂランク（40％以上） ９ ３ ３ ９ ９ １４ ４ ７ 

Ｃランク（30％以上） １ ３ ３ ３ ２ ０ １ １ 

Ｄランク（29％以下） １ ０ １ ４ ２ ２ １ ０ 

 

＜合格のために必要なこと＞ 

ＡＡ・Ａ全部（保険でＢ少し） 
 

 

目良 静香さん 2019年筆記試験総合1位合格 

 

択一ターゲット攻略講座の教材は、見開きページの左側が問題で、右側が左側の問題に関する

まとめの図表や重要な論点が書いてあります。インプットとアウトプットが同時にできるので、

時間の短縮になりました。 
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ポイント ③ もっとこだわったのは、記憶の定着化 

 

①「講義内で問題を解く、その後、その部分の説明を受ける」 

→ 自分のできないところがわかるから、今記憶すべきところが明確になる 

 

②インプットとアウトプットが一体化している 

→「問題を解いて」「講義で説明を聞いて」、「復習時に問題を解く」というプロセスを踏むこと

によって、1 つの知識に 3 回あたることができる。 

 

③結論の説明をする講義でなく、その考え方・理由付けにこだわった根本の講義 

→ 印象深く知識を入れることができる。 

 

ポイント ④ 択一ターゲット攻略講座を使った学習戦略 

 

            １２月末            ３月末        

 

 

択一ターゲット（講義）      実力養成編       ファイナル編・模試 

     ※１          ＋ ターゲット教材     ＋ ターゲット教材 

                               ＋ 過去問１回し※２ 

    １回転             １～２回転          ２～３回転  

 

※１ ２０２３向けの収録講義を一気に発送 

 → 「得意分野を伸ばす」「自分の弱い科目から始める」など，自分でカスタマイズし 

て受講ができます。 

 

※２ 直前期まで過去問集に触れる必要はありません。 

直前期に，どの年度を解くべきかは「会社法・商登法の講義の最終回」で説明します。 

 

        １０月半ば  １２月末           ３月末 

 

 

イン 

プット 

 

 

演習 

   

 １週間で２問    １週間で２問       １週間で２問 

           オーソドックス     本試験よりやや易      本試験並 

 

＜記述の解き方マスター講座＞ 

この講座では、記述の解き方を学習し、それを問題を使って、実践演習を通して身につけてい

きます。講義では、解き方はもちろんのこと、実体法の知識の確認、記述テクニックも説明し

ていきます。この講座をこなすことによって、「解き方」「知識」が固まっていき、年明け以降

の記述学習の核を作ることができるでしょう。 

記述の解き方 

マスター講座 ※ 

 

実力養成編 ファイナル編 

公開模試 

頻出論点 

記述編 
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令和５年 24 問 正解２ 正答率 50.0   

根抵当権の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から

5 までのうち、どれか。 

ア Ａを所有権の登記名義人とする甲土地について、Ｂを根抵当権者とする根抵当権を設定し 

た場合において、登記原因を証する情報に被担保債権の範囲として「信託取引」と記載さ

れているときは、「信託取引」を当該根抵当権の債権の範囲として当該根抵当権の設定の

登記を申請することができる。 

イ 元本の確定前の根抵当権の登記名義人であるＡが死亡し、その相続人がＢ及びＣである場 

合において、ＢとＣとの間で当該根抵当権が担保している既発生の債権をＢが相続しない

旨の遺産分割協議がされたときは、民法第 398 条の 8 第 1 項の合意により定めた相続人と

してＢを根抵当権者とする同項の合意の登記を申請することはできない。 

ウ Ａ及びＢを登記名義人とする元本の確定前の根抵当権について、ＡがＢに先立って弁済を 

受けるべきことを定めた場合には、Ａを登記権利者、Ｂを登記義務者として、当該根抵当

権の優先の定めの登記を申請することができる。 

エ Ａを所有権の登記名義人とする甲土地について、Ｂを根抵当権者とする元本が確定した根 

抵当権の設定の登記がされている場合において、Ａから甲土地の所有権を取得し、その所

有権の登記名義人となったＣが、当該根抵当権の消滅請求をしたときは、Ｃは、当該根抵

当権の抹消の登記の登記原因を証する情報として、当該根抵当権の極度額に相当する金額

を供託したことを証する供託書正本を添付して、単独で当該根抵当権の抹消の登記を申請

することができる。 

オ Ａを所有権の登記名義人とする甲土地について、Ｂを根抵当権者とする令和 5 年 6 月 30  

日設定を登記原因及びその日付とする根抵当権の設定の登記を申請する場合において、登

記原因を証する情報に元本の確定期日として「令和 5 年 6 月 30 日から 3 年間」と記載さ

れているときであっても、当該元本の確定期日について「令和 5 年 6 月 30 日から 3 年間」

を申請情報の内容として登記を申請することはできない。 

（参考） 

民法 

第 398 条の 8 元本の確定前に根抵当権者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続

開始の時に存する債権のほか、相続人と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の

開始後に取得する債権を担保する。 

2～4 （略） 

 

1 アイ  2 アオ    3 イウ   4 ウエ     5 エオ 
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＜MEMO＞ 
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【抵当権と根抵当権の登記事項の比較】 
1 Ａを所有権の登記名義人とする甲土地について，Ｂを根抵当権者とす

る根抵当権の設定の登記の申請をする場合において，登記原因証明情
報である根抵当権設定契約証書に，根抵当権者が死亡したときは根抵
当権が消滅する旨の定めが記載されているときは，当該定めを当該根
抵当権の消滅に関する定めとして登記の申請をすることができる。
〔31-21-エ〕 

 〇 

2 外国通貨取引についての根抵当権の設定の登記を申請する場合，外国
通貨で表示した極度額と本邦通貨で表示した担保限度額が申請情報の
内容となる。〔ｵﾘｼﾞﾅﾙ〕 
 

 × 

3 根抵当権設定契約書に確定期日として設定契約の日より５年を超える
日が記載されている場合でも，申請書に５年以内の日を記載して根抵
当権設定登記を申請することができる。〔13-27-ア〕 

 × 

4 根抵当権の設定の登記を申請する場合，元本の確定期日の定めとして
｢根抵当権設定の日から３年｣を申請情報の内容とすることができる。 
〔ｵﾘｼﾞﾅﾙ〕 

 × 

【債権の範囲の可否】 
1 保証委託取引，立替払委託取引，年月日特約店販売契約による債権は，

根抵当権の債権の範囲として登記できる。〔3-24-1〕 
 

 〇 

2 売買委託取引，年月日金銭消費貸借の年月日保証契約による求償債権，
年月日賃貸借契約の保証金返還債権は，根抵当権の債権の範囲として登
記できる。〔3-24-2〕 
 

 〇 

3 売買取引，商品供給取引，請負取引，年月日貸付取引契約は，根抵当権
の債権の範囲として登記できる。〔3-24-3〕 

 

 〇 

4 金銭消費貸借取引，年月日リース取引等契約は，根抵当権の債権の範囲
として登記できる。〔3-24-4〕 

 

 〇 

5 債務引受取引，商社取引，商品委託取引，年月日電気製品供給契約は，
根抵当権の債権の範囲として登記できる。〔3-24-5〕 

 

 × 

6 担保すべき債権の範囲を「保証委託取引，債務者の不法行為に基づく損
害賠償債権」とする根抵当権設定の登記の申請は，することができる。
〔62-19-2〕 

 × 

7 根抵当権者から債務者に対する金銭債権が電子記録債権である場合，当
該債権は手形・小切手と類似の性質を持つことから，根抵当権の債権の
範囲として認められる。〔27記述式〕 
 

 ○ 

8 Ａを所有権の登記名義人とする甲土地について，Ｂを根抵当権者とする
根抵当権の設定の登記を申請する場合において，登記原因証明情報であ
る根抵当権設定契約証書に，被担保債権の範囲として「平成30年6月6日
リース取引等契約」との表示がされているときであっても，「平成30年6
月6日リース取引等契約」を当該根抵当権の債権の範囲として登記の申
請をすることはできない。〔31-21-オ〕 
 

 × 

9 担保すべき債権の範囲を｢Ａ工場の排液による損害賠償債権｣とする根
抵当権の設定の登記は，申請することができない。〔ｵﾘｼﾞﾅﾙ〕 

 × 
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【抵当権と根抵当権の登記事項の比較】 

 根抵当権 抵当権 

絶対的登記事項 

極度額(88 Ⅱ①)  
 外貨表示債権→邦貨のみで表示 
        ★2 

債権額(83Ⅰ①) 
 外貨表示債権→外貨の表示及び 

担保限度額で表示 

債権の範囲(88Ⅱ①)  

債務者 (83Ⅰ②)  債務者 (83Ⅰ②) 

根抵当権者 抵当権者 

相対的記載事項 

確定期日(88Ⅱ③) （注）  

民法370条但書の定め(88Ⅱ②) 民法370 条但書の定め(88Ⅰ④) 

権利消滅の定め ★1 権利消滅の定め 

 利息に関する定め(88Ⅰ①) 

 損害金に関する定め(88Ⅰ②) 

 債権に付された条件(88Ⅰ③) 

 抵当証券発行の定め(88Ⅰ⑤) 

（注） 
①  確定期日は特定の期日であって、期間でないから、「契約の日より何年」とすることは

できない。「平成何年何月何日」と一定の日を表示する（昭 46.10.4-3230 号）★4 
②  設定契約書に確定期日として設定契約の日より５年を超える日が記載されていた場合、

当該定めは無効であり、申請情報に５年以内の日と引き直して記載しても、根抵当権設定
登記を申請することはできない。★3 

 
【債権の範囲の可否】       

 登記できる 登記できない 

特 定 の継 続的
取 引 契約 によ
り生ずる債権 
★1.3.4.5.8 

① ○年○月○日貸付取引契約  
② ○年○月○日特約店販売契約 
③ ○年○月○日電気製品供給契約 
④ ○年○月○日リース取引等契約 

 

一 定 の種 類の
取 引 によ り生
ずる債権 

① 売買委託取引★2 
② 保証委託取引  ★ 1.6 
③ 立替払委託取引 ★ 1 

① 商品委託取引 ★5 

④ 商品供給取引  ★3  

⑤ （電気製品）売買取引 ★3 ② 商社取引    ★5 

⑥ 金銭消費貸借（手形貸付）取引★4 ③ 債務引受取引  ★5 

⑦ 請負取引    ★3 ④ 問屋取引 

特 定 の原 因に
基 づ き継 続し
て生ずる債権 

① 甲工場の廃液による損害賠償 
債権★9 

① 債務者の不法行為に基づく損害
賠償債権 ★6 

手形上，小切手
上の請求権 

① 手形債権 ① 手形・小切手債権 

② 小切手債権  

③ 電子記録債権 ★7  

その他 
 ① 株式会社ＡＢＣ銀行との間の債

権譲渡取引に係る債権を，包括
的に債権の範囲に含めること 

＜特定債権＞ 

特定債権であっても，不特定債権と併せれば根抵当権の被担保債権とすることができる（昭
46.10.4 民甲 3230 号）。 
① ○年○月○日金銭消費貸借の○年○月○日保証契約による求償債権★ 2 
② ○年○月○日賃貸借契約の保証金返還債権 ★2 
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【共同根抵当権】 
1 共同根抵当権の設定登記がされている甲・乙不動産のうち，甲不動産に

ついてのみ極度額の増額登記がされている場合，変更後の極度額による
丙不動産に対する追加共同根抵当権の設定登記を申請することはでき
ない。〔11-22-ア〕 
 

 〇 

2 準共有者ＡＢ名義の共同根抵当権設定の登記がされた甲及び乙不動産
のうち，甲不動産についてのみ，準共有者ＡＢ間における優先の定めの
登記がされている場合でも，丙不動産に対する共同根抵当権の追加設定
の登記を申請することができる。〔ｵﾘｼﾞﾅﾙ〕 
 

 〇 

3 同一の登記所の管轄に属する甲土地及び乙土地を目的として共同根抵
当権設定登記を申請する場合，各根抵当権の被担保債権の範囲，債務者
及び極度額は同一でなければならないが，確定期日は異なる日とするこ
とができる。〔15-26-オ〕 
 

 〇 

4 根抵当権の債務者が住所を変更した場合，債務者の住所の変更登記をし
なければ，当該根抵当権に別の不動産を追加設定する登記を申請するこ
とはできない。〔12-16-オ（18-23-ア）〕 
 

 〇 

5 根抵当権の債務者の住所について地番変更を伴わない行政区画の変更
がされた場合において，共同根抵当とする根抵当権の設定の登記を申請
するときは，その前提として，債務者の住所の変更の登記を申請しなけ
ればならない。〔26-23-ウ（30-24-エ）〕 
 

 × 

6 甲不動産に設定された取扱支店の表示がある根抵当権について，共同担
保として他の登記所の管轄内にある乙不動産に共同根抵当権追加設定
の登記を申請する場合，登記事項証明書の取扱支店の表示と申請情報に
記載されている取扱支店の表示が異なるときであっても，当該追加設定
の登記を申請する前提として，取扱支店の表示の変更をする旨の変更の
登記を申請することを要しない。〔ｵﾘｼﾞﾅﾙ〕 
 

 〇 

7 甲・乙不動産について，共同根抵当権の設定登記後に債務者及び被担保
債権の範囲の変更契約をした場合，乙不動産についてその変更登記が未
了であっても，甲・乙不動産について，極度額の変更登記を申請するこ
とができる。〔11-22-ウ〕 

 〇 

 
【片面的共同担保とならないこと】 
1 Ａ不動産とＢ不動産の根抵当権が共同担保の関係にない場合において，

Ｃ不動産に根抵当権を設定し，ＡＢＣ各不動産の根抵当権を共同担保の
関係にする登記の申請は，することができる。 

〔61-24-3（2-22-4，21-26-オ）〕 
 

 × 

2 同一の登記所の管轄に属する甲土地及び乙土地を目的としてそれぞれ
根抵当権設定登記がされているが，共同担保である旨が記録されていな
い場合でも，本件各土地の登記記録の乙区に後順位の登記がないとき
は，本件各土地の追加担保として丙土地についての根抵当権設定登記を
申請することができる。〔15-26-ア〕 
 

 × 
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【共同根抵当権】 

 

＜根抵当権追加設定の要件＞ 
 

①共同担保たる旨の登記をすること 

②債権要素が同一であること 

③片面的共同化とならないこと 

④既設定の根抵当権が元本確定前であること 

 

＜共同根抵当権における「同一債権担保」の判断＞ 

 

 

既存登記簿   申請書 

 根抵当権設定 根抵当権設定 

        （追加） 

 

→追加設定登記（注３）する場

合，どの点の同一性が必要か  

同一であることを 

要する要素 

同一であることを 

要しない要素 

根抵当権者（注１） 

極度額 ★1 

債権の範囲 

債務者 ★4（注２） 

確定期日  ★3 

優先の定め ★2 

民法 370 条ただし書の定め 

設定者 

 

（注１）共同根抵当権の追加設定の申請書に記載された根抵当権者の「取扱店の表示」が既登

記のものと異なる場合でも受理される（登記研究383-93・548-166）。★6 

 

（注２）区制施行などの地番変更を伴わない行政区画の変更が行われた場合は，前の登記の根

抵当権の債務者の変更登記をすることなく根抵当権の追加設定の登記を申請することが

できる（平22.11.1民二2759）。★5 

 

（注３）当該同一性は共同抵当権の追加設定の登記を申請する場合に要求される。 

 （登記研究 502-157） 

共同根抵当権の設定後に，債務者及び被担保債権の範囲の変更契約をし，一部の担保物

についてその変更登記が未了の場合であっても，共同担保物件すべてについて極度額の変

更登記はできる。 ★7 

 

【片面的共同担保とならないこと】 

 

 

共同根抵当権が設定されている

甲乙物件に，丙物件を追加設定

する場合 

累積式根抵当権が設定されてい

る甲乙物件に，丙物件を追加設

定する場合 

イメージ 

 

純粋共同根抵当 

 

累積式根抵当権 

          甲物件 

 

 

 

   乙物件  丙物件 

     甲物件 

 

 

 

   乙物件  丙物件 

甲乙丙を共同根抵当

権とする設定 
〇 

×  

★1.2 

甲丙又は乙丙を共同

根抵当権とする設定 
×  〇 
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【既設定根抵当権が元本確定前であること】 

1 甲地について設定の登記がされた根抵当権の元本が確定した後に，乙地

について同一の債権を被担保債権とする根抵当権の設定の契約をした

ときは，乙地について甲地と共同根抵当権とする根抵当権の設定の登記

を申請することができる。〔17-19-イ〕 

 

 × 

2 根抵当権追加設定契約が元本の確定前に締結されている場合には，当該

根抵当権者の担保権の実行による差押登記の後でも，共同根抵当権（追

加）設定登記を申請することができる。〔13-27-エ〕 

 

 × 

3 共同根抵当権設定契約に基づき，根抵当権設定の仮登記がされている管

轄の異なる甲不動産及び乙不動産について，本登記を申請する前に根抵

当権の元本が確定した場合，一方の登記所に対する当該仮登記の本登記

を申請した後に，他の登記所に対して，共同根抵当権の追加設定として

当該仮登記の本登記を申請することはできない。〔ｵﾘｼﾞﾅﾙ〕 

 × 
 

 

【前登記証明書】 

1 Ａ不動産について根抵当権設定の登記を受けた後，同一の債権を担保す

るため，他の登記所の管轄に属するＢ不動産について根抵当権設定の登

記を申請する場合には，申請書に前の登記を表示するに足るべき事項を

記載し，かつ，その登記を証する書面を添付することを要する。〔58-24-

ア〕 

 

 〇 

2 共同根抵当権設定の登記がされている甲不動産について，極度額増額契

約による共同根抵当権変更の登記を申請する場合，他の登記所の管轄区

域内に共同担保の目的となっている乙不動産があるときであっても，当

該乙不動産に関する登記事項証明書を提供することを要しない。〔ｵﾘｼﾞﾅ

ﾙ〕 

 〇 
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【既設定根抵当権が元本確定前であること】 

イメージ 論点 結論 

    根抵当権者 

 

根抵当権     追加？ 

（確定） 

     

    甲土地  乙土地 

乙土地について甲土

地と共同根抵当権と

する登記を申請する

ことができるか 

申請できない 

（平1.9.5民三3486号回答） 

★1.2 （注1） 

根抵当権者 

①根抵当   ①根抵当 

 （仮登記）   （仮） 

②確定 

     

  甲土地（他管轄）乙土地 

本登記の申請はでき

るか 

一方の登記所に対し仮登記の本登記

を申請した後，他の登記所に対して

の仮登記の本登記は，共同根抵当権

の追加設定として申請することがで

きる（注2） ★3 

（注1） この場合，元本確定後に普通抵当権を共同抵当として追加設定することもできないと

解される（先例解説376-31） 

（注2） これは共同根抵当権設定仮登記が認められていないことによる特殊な事例であり，こ

の機会に共同担保たる旨の登記を認めないと，累積根抵当権ではなく，純粋共同根抵当

権を選択した当事者の意思を反映する機会を全く奪ってしまうことになり，妥当でない

からである。 

 

【前登記証明書】 

 登記の目的  共同根抵当権設定（追加） 

 原   因  令和○年○月○日設定 

 極 度 額  金○円 

 債権の範囲  金銭消費貸借取引 手形債権 小切手債権 

 確 定 期 日   令和○年○月○日 

 債 務 者  Ａ 

 根抵当権者  Ｘ 

 設 定 者  Ａ 

 添 付 書 類  登記原因証明情報  登記識別情報  印鑑証明書  代理権限証明情報 

        前登記証明書 

 登録免許税  金1,500円（登録免許税法第13条第2項） 

 

添付が要求され

る場面 

① 共同根抵当権追加設定登記を申請する場合において，（注） 

② 前の登記に他の登記所の管轄区域内にある不動産に関するものがあ

るとき ★1 

具体的書類 

と立証内容 

前の登記に関する（共同担保目録付の）登記事項証明書  

＜立証内容＞ 

登記事項証明書：根抵当権者・極度額・債権の範囲・債務者の同一性 

共同担保目録 ：片面的共同担保でないこと 

 

（注）前登記証明書は共同根抵当権の追加設定の登記を申請する場合に要求される。 

（登記研究 391-111） 

共同根抵当権について極度額の増額による根抵当権変更の登記を申請する場合には，他の登

記所の管轄区域内に共同担保の目的である不動産があるときであっても，登記事項証明書の

提供は不要である。★2 
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【抵当権と根抵当権の比較】 

1 抵当権の登記で設定登記後に発生する債権を担保することはできない

し，元本確定前の根抵当権の登記で設定登記前に発生している債権を

担保することはできない。〔8-15-ア〕 

 

 × 

2 複数の債権者の債権を担保する１個の抵当権を設定することができる

し，複数の債権者の債権を担保する１個の根抵当権を設定することが

できる。〔8-15-イ〕 

 

 × 

3 抵当権の被担保債権が譲渡されたときは，債権譲渡を原因として，抵

当権の移転の登記を申請することができるが，元本確定前の根抵当権

の被担保債権が譲渡されても債権譲渡を原因とする根抵当権の移転の

登記を申請することはできない。〔8-15-エ〕 

 

 〇 

4 抵当権に転抵当権の設定の登記を申請するには，後順位抵当権者の承

諾書を添付しなければならない。また，元本確定前の根抵当権に転抵

当権の設定の登記を申請するには，後順位抵当権者の承諾書を添付し

なければならない。〔8-15-オ〕 

 

 × 

5 根抵当権者が数人ある根抵当権の設定の登記を申請するときは，当該

根抵当権者ごとの持分を申請情報の内容として提供しなければならな

い。〔18-23-エ〕 

 

 × 

6 抵当権者が数人ある抵当権の設定の登記を申請するときは，当該抵当

権者ごとの持分を申請情報の内容として提供しなければならない。 

〔18-23-エ〕 

 

 〇 

7 一部弁済後の債権を債権額とする債権額の異なる抵当権の追加設定の

登記をすることができる。また，極度額の異なる根抵当権の追加設定

の登記をすることができる。〔8-15-ウ〕 

 

 × 

8 Ａ登記所の管轄に属する甲物件及びＢ登記所の管轄に属する乙物件に

共同担保権が設定された後に，Ｃ登記所の管轄に属する丙物件を追加

設定する場合において，当該共同担保権が，抵当権であるときは前の

登記に関する登記事項証明書を添付する必要はないが，確定前の根抵

当権であるときは前の登記に関する登記事項証明書を添付する必要が

ある。〔16-18-イ（18-23-オ）〕 

 

 〇 
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【抵当権と根抵当権の比較】 

 抵当権 確定前の根抵当権 

い つ発 生し た債 権

を担保できるか 

設定登記後に発生する債権を担保

することができる★1 

ex）将来債権の担保 

設定登記前に発生している債権を

担保することができる★1 

ex）既発生の特定債権 

「一定の種類の取引」を被

担保債権とした場合 

複 数の 債権 者の 債

権 を担 保す るこ と

ができるか 

複数の債権者の債権を担保する 1 

個の抵当権を設定することはでき

ない。★2 

∵ 附従性に反するから 

複数の債権者の債権を担保する 1 

個の根抵当権を設定することがで

きる★2 

∵ 附従性はない 

被 担保 債権 が譲 渡

さ れた 場合 の登 記

手続き 

債権譲渡を原因として，抵当権の

移転の登記を申請することができ

る。★3 

∵随伴性があるから 

債権譲渡を原因とする根抵当権の

移転の登記を申請することはでき

ない。★3 

∵随伴性がないから 

被 担保 債権 につ い

て 免責 的債 務引 受

け があ った 場合 の

登記手続き 

債務者の変更の登記を申請するこ

とができる 

債務者の変更の登記を申請するこ

とはできない。 

転 抵当 権の 設定 の

登 記に 利害 関係 人

が存在するか 

後順位抵当権者の承諾書は不要で

ある。 ★4 

後順位抵当権者の承諾書は不要で

ある。 ★4 

共有（根）抵当権の

場合に，持分の記載

が必要か 

持分の記載は必要 ★6 

（債権額での書き分けでもよい） 

（昭35.3.31民甲712号） 

持分の記載は不要 ★5 

（昭46.10.4民甲3230号）  

追加設定における 

同 一債 権担 保の 基

準 

追加設定時に同一性が要求される

のは，被担保債権の発生原因・抵

当権者である。 

→一部弁済後の債権を債権額とす

る債権額の異なる抵当権の追加

設定の登記をすることができ

る。★7 

追加設定時に同一性が要求される

のは債権の範囲・極度額・債務者・

根抵当権者である。 

→極度額の異なる根抵当権の追加

設定の登記をすることできな

い。★7 

追 加設 定に おけ る

証明書 

登記証明書 

→減税証明書として添付する 

（登税13Ⅱ）★8 

前登記証明書（令別表56ロ） 

→添付がなければ，却下される。 

 ★8 
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【共同根抵当の変更等】 
1 甲，乙２個の不動産に同一の債権の担保として設定された旨の登記がさ

れている元本の確定前の共同根抵当権の登記がある場合，根抵当権の解
除による抹消の登記は，甲，乙不動産の双方に登記をしなければ登記の
目的である権利の変動の効力が生じない。〔8-12-エ〕 
 

 × 
 

2 甲，乙２個の不動産に同一の債権の担保として設定された旨の登記がさ
れている元本の確定前の共同根抵当権の登記がある場合，根抵当権の共
有者間の優先の定めの登記は，甲，乙不動産の双方に登記をしなければ
登記の目的である権利の変動の効力が生じない。〔8-12-オ〕 
 

 × 

3 甲，乙２個の不動産に同一の債権の担保として設定された旨の登記がさ
れている元本の確定前の共同根抵当権の登記がある場合，先順位の抵当
権からの順位の譲渡の登記は，甲，乙不動産の双方に登記をしなければ
登記の目的である権利の変動の効力が生じない。〔8-12-ウ〕 
 

 × 

4 元本確定前の共同根抵当権について，譲渡があった場合，共同根抵当権
の登記がされている全ての不動産についてその旨の登記がされたとき
に，その効力を生ずる。〔ｵﾘｼﾞﾅﾙ〕 
 

 〇 

5 甲，乙２個の不動産に同一の債権の担保として設定された旨の登記がさ
れている元本の確定前の共同根抵当権の登記がある場合，全部の譲渡に
よる移転の登記は，甲，乙不動産の双方に登記をしなければ登記の目的
である権利の変動の効力が生じない。〔8-12-イ（53-25-5）〕 
 

 〇 

6 甲，乙２個の不動産に同一の債権の担保として設定された旨の登記がさ
れている元本の確定前の共同根抵当権の登記がある場合，転抵当権の設
定の登記は，甲，乙不動産の双方に登記をしなければ登記の目的である
権利の変動の効力が生じない。〔8-12-ア〕 
 

 × 

7 複数の不動産に共同根抵当権設定の登記がされている場合，そのうちの
一つのみに対して，転抵当権設定の登記を申請することはできない。〔ｵ
ﾘｼﾞﾅﾙ〕 
 

 × 
共同根抵当権の目的不動

産の一つのみに対して，転
抵当権設定の登記を申請
することができる（昭

40.5.10民甲 996号参照） 
 
 
【累積式共同根抵当権と純粋共同根抵当権】 
1 同一の登記所の管轄に属する甲土地及び乙土地を目的として共同根抵

当権設定登記がされている場合，登記上の利害関係人の承諾を得れば，
甲土地の根抵当権と乙土地の根抵当権とを共同担保の関係にない根抵
当権に変更する登記を申請することができる。〔15-26-エ〕 
 

 × 

2 甲，乙両不動産について根抵当権設定の登記がされているが共同担保で
ある旨の登記がない場合には，登記上利害の関係を有する第三者の承諾
を得ても，共同担保である旨の更正の登記の申請は，することができな
い。〔2-22-5（13-27-イ）〕 
 

 〇 

3 甲不動産及び乙不動産について，共同根抵当権設定の登記を申請した
が，登記官が共同担保である旨の登記を遺漏した場合，甲不動産及び乙
不動産が同一の登記所の管轄内にあり，かつ，利害関係人もいないとき
は，登記官が，職権で，当該遺漏についての登記の更正をすることがで
きる。〔ｵﾘｼﾞﾅﾙ〕 
 

 〇 

4 甲・乙不動産について，同一の債権を担保するために共同根抵当権設定
契約を締結し，根抵当権設定の仮登記をした場合，これらの仮登記を本
登記するときに共同根抵当権設定の本登記とする登記を申請すること
はできない。〔11-22-イ（15-26-ウ，21-26-ウ）〕 

 × 
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【共同根抵当の変更等】 

民法第398条の17（共同根抵当の変更等） 

Ⅰ 前条の登記がされている根抵当権の担保すべき債権の範囲，債務者若しくは極度額の変

更又はその譲渡若しくは一部譲渡は，その根抵当権が設定されているすべての不動産につ

いて登記をしなければ，その効力を生じない。 

Ⅱ 前条の登記がされている根抵当権の担保すべき元本は，１個の不動産についてのみ確定

すべき事由が生じた場合においても，確定する。 

 

                   根抵当権  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 極度額 金 1,000 万円 

債権の範囲 銀行取引 
債務者 Ｂ  

 １ 極度額 金 1,000 万円 

債権の範囲 銀行取引 
債務者 Ｂ 

付記１号 債務者 Ｃ 

 

債務者変更の効力は，乙土地のみならず，甲土地にも発生しない。 

 （すべての不動産について登記しないと効力を生じない） 

                 

全ての不動産に登記をしなければ権利変

動の効力が生じないもの 
意思表示の時点で効力が生じるもの 

債権の範囲の変更 

債務者の変更 

極度額の変更 

全部譲渡 ★4.5 

一部譲渡 

分割譲渡 

準共有に係る権利の全部譲渡 

確定期日の変更 

優先の定め ★2   

民法370条但書の定め 

順位変更 

（のみ）順位譲渡（放棄）★3  

転抵当 ★6.7 

解除等 ★1 

 

【累積式共同根抵当権と純粋共同根抵当権】 

ケース 論点 可否 

変更 

純粋な共同根抵当権を累積式共同根抵当権に変更する登記の申請すること
（登記上の利害関係人の承諾は得ている） 

× 
★1 

累積式共同根抵当権を純粋な共同根抵当権に変更すること × 

更正 
累積式共同根抵当権を純粋な共同根抵当権に更正する登記の「申請」する
こと（登記上の利害関係人の承諾を得ている） 

× 
★2※ 

本登記 
Ａ・Ｂ物件について各別に，同じ日の設定契約により根抵当権設定の仮登
記がなされている場合（累積式）に，仮登記に基づく本登記として，Ａ・
Ｂ物件について共同担保として共同根抵当権設定登記の申請をすること 

〇 
★4 

※ 登記官が共同担保である旨の登記を遺漏した場合において，その共同担保の関係にあるべ
き不動産が，すべて同一の登記所の管轄内にあり，かつ利害関係人もない場合は，登記官
が「職権」でその遺漏更正をすることができる（先例解説 376-86）。★3 

根抵当権 

極度額 金 1,000 万円 

債権の範囲 銀行取引 

債務者 Ｂ  

乙土地 甲土地 

＜実体＞ 

令和２年 9月 5日債務者

をＣとする変更契約 
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【根抵当権の内容変更（要件の比較）】 

1 「平成16年３月31日」を確定期日とする登記がされている確定前の根抵
当権について，同年３月20日に根抵当権者と根抵当権設定者との間で確
定期日を「平成18年３月31日」と変更した場合には，平成16年４月1日
以降であっても，確定期日の変更の登記を申請することができる。
〔16-20-イ（19-19-エ）〕 
 

 × 

2 優先の定めの登記は，根抵当権の元本の確定の登記がされた後でも，申
請することができる。〔58-15-2（17-19-ウ）〕 
 

 〇 

3 根抵当権の準共有者ＡＢ間で，優先の定めの登記を申請する場合，根抵

当権設定者Ｃの承諾を証する情報を提供することを要しない。 

〔ｵﾘｼﾞﾅﾙ〕 

 

 〇 

4 根抵当権の確定期日を繰り下げる根抵当権変更の登記を申請する場合
に，当該根抵当権の登記を目的として登記された転抵当権の登記名義人
の承諾を証する情報を提供しなければならない。〔ｵﾘｼﾞﾅﾙ〕 
 

 × 
元本確定期日の変更の登
記を申請する場合には，当
該根抵当権の登記を目的
として登記された転抵当
権の登記名義人の承諾を
証する情報を提供するこ
とを要しない 

5 被担保債権について第三者による免責的債務引受けがあった場合にお
いて，当該担保権が，抵当権であるときは「年月日免責的債務引受」を
登記原因として債務者の変更の登記を申請することができ，確定前の根
低当権であるときは「年月日変更」を登記原因として債務者の変更の登
記を申請することができる。〔16-18-エ〕 
 

 × 

6 元本の確定した根抵当権について，当該根抵当権によって担保される債
務を免責的に引き受ける旨の契約を締結した場合，当該債務引受による
根抵当権の債務者の変更の登記を申請することができる。 

〔ｵﾘｼﾞﾅﾙ〕 
 

 ○ 

7 根抵当権の債権の範囲に含まれる既発生債務を第三者が免責的に引き
受けた後，当該第三者を根抵当権の新債務者とする根抵当権変更の登記
をした場合において，当該引受債務を当該根抵当権により担保するため
には，根抵当権の債権の範囲に当該引受債務を含める変更の登記を申請
することを要する。〔ｵﾘｼﾞﾅﾙ〕 

 〇 
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【根抵当権の内容変更（要件の比較）】 

債権の範囲及び 

債務者の変更 

（民398の４） 

確定期日の変更 

（民398の６） 

優先の定め 

（民398の４） 

極度額の変更 

（民398の５） 

①確定前の根抵当権

であること 

①確定前の根抵当権

であること 

①確定前の根抵当権

であること 

①確定前後を通して

認められている 

②根抵当権者と設定

者の間での契約を

すること 

②根抵当権者と設定

者の間で契約をす

ること 

②共有根抵当権者全

員により合意がな

されること 

②根抵当権者と設定

者の間での契約を

すること 

③共同根抵当権の場

合，すべての不動産

について登記をす

ること 

  ③共同根抵当権の場

合，すべての不動産

について登記をす

ること 

後順位抵当権者その他の第三者の承諾は不要である ★3.4 第三者の承諾が必要 

□ 登記された確定期日以後に，当該根抵当権について確定期日の変更の登記を申請すること

はできない（昭46.10.4民甲3230号）。★1 

□ 確定前に優先の定めの合意をなせば，その登記をすることは，確定後でも可能であると解

されている。★2 

 

 確定前 確定後 

 変更契約による債権の範囲の変更（民398の４Ⅰ）          ○ × 

 変更契約による債務者の変更（民398の４Ⅰ）         ○ × 

 免責的債務引受契約・併存的債務引受契約による債務者の変更（民398の７Ⅱ） ×※ ○★6 

 確定期日の変更（民398の６) ○ × 

 優先の定めの設定・変更（民398の14Ⅰ但書）          ○ × 

 変更契約による極度額の変更（民398の５） ○ 

 極度額減額請求による極度額の変更（民398の21Ⅰ） × ○ 

 

※ 確定前根抵当権の被担保債権の免責的債務引受け 

イメージ 論点 結論 

    根抵当権者Ａ 

 

 

        免責的 

        債務引受 

    債務者Ｂ  引受人Ｃ 

年月日免責的債務引受を登記原因とする 

債務者の変更の登記 
× 

年月日変更を登記原因とする 

債務者の変更の登記 

× 

★5 

上記に加えて 

①債務者をＣにする変更契約を

した 

新債務者が免責的に引き受けた債務は，根抵

当権によって当然には担保されるか 

× 

（注） 

（注）新債務者が免責的に引き受けた債務を根抵当権により担保するためには，債権の範囲に

当該引受債務を含める根抵当権変更の登記をしなければならない。★7 
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【極度額の変更による根抵当権変更の登記】 

1 根抵当権の極度額を増額する変更の登記を申請する場合，後順位抵当権

者の承諾があった日が，変更契約の日より後の日であっても，当該変更

契約の日を登記原因の日付とすることを要する。〔ｵﾘｼﾞﾅﾙ〕 

 

 × 

2 Ａを所有権の登記名義人とする甲土地の乙区１番にＢを根抵当権者と

する根抵当権，乙区２番にＣを抵当権者とする抵当権，乙区３番にＤを

根抵当権者とする根抵当権の設定の登記がそれぞれされており，Ｄを第

１順位，Ｃを第２順位，Ｂを第３順位とする順位の変更の登記がされて

いる場合において，ＡとＢとが共同して，Ｂの根抵当権の極度額の増額

の変更の登記を申請するときは，Ｃ及びＤの承諾を証する情報を提供す

ることを要する。 

〔31-25-イ〕 

 

 × 

3 Ａを登記名義人とする根抵当権の設定の登記と同順位に，Ｂを登記名義

人とする根抵当権の設定の登記がされている場合において，これらの根

抵当権について同時に極度額を増額するときは，Ａ及びＢは互いに利害

関係を有する者となり，当該変更の登記の申請において，それぞれの承

諾を証する情報を提供することを要する。〔ｵﾘｼﾞﾅﾙ〕 

 

 〇 

4 根抵当権の極度額を増額する変更の登記を申請する場合，後順位である

地上権者は承諾を要する利害関係人に該当する。〔ｵﾘｼﾞﾅﾙ〕 

 × 

5 Ａ所有の甲不動産及び乙不動産を目的として，Ｂの共同根抵当権が登記

されている場合において，極度額を増額する旨の契約に基づき，甲不動

産について極度額増額の変更の登記がされた後，乙不動産について当該

変更の登記をする前にＣ名義の抵当権設定の登記がされたときは，乙不

動産についての当該変更の登記を申請する際に，Ｃの承諾を証する情報

を提供することを要する。〔ｵﾘｼﾞﾅﾙ〕〔16-20-エ〕改題 

 

 〇 

6 Ａ所有の甲土地に，根抵当権者をＢとする根抵当権設定の登記がされて

いる場合において，根抵当権の極度額を2,000万円から4,000万円に更正

する登記を申請する場合，後順位抵当権者Ｃが承諾したことを証する情

報を提供することを要する。〔ｵﾘｼﾞﾅﾙ〕 

 

 〇 

7 根抵当権の極度額の増額の変更の登記を申請する場合において，後順位

の抵当権が仮登記された抵当権であっても，申請情報と併せて当該後順

位の抵当権の仮登記の登記名義人の承諾を証する情報を提供すること

を要する。〔ｵﾘｼﾞﾅﾙ〕 

 〇 
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【極度額の変更による根抵当権変更の登記】 

登記の目的 ○番根抵当権変更 

原   因 令和○年○月○日変更 

変更後の事項 極度額 金○円 

権 利 者 Ｘ 

義 務 者 Ａ 

添付書類   登記原因証明情報  登記識別情報   

  印鑑証明書 承諾証明情報 代理権限証明情報 

課税価格        金○円 

登録免許税 ４／1,000 

 

□ 利害関係を有する第三者がある場合，その者の承諾が変更契約の日より後にされたときは，

当該承諾の日が登記原因の日付となる（昭46.12.24民甲3630号）★1 

 

＜利害関係人＞ 

利  害  関  係  人（候補者） 増額変更 減額変更 

甲区 

①  根抵当権に遅れる（仮）差押・仮処分債権者 ○ × 

②  根抵当権に遅れる仮登記権利者  ○ × 

乙区 

①  後順位担保権者（これに依存する者も含む）★2 

  （注1.2.3） 
○ × 

②  同順位担保権者（登記研究433-134） ★3 ○ × 

③  被担保債権の差押債権者 × ○ 

④  確定後の根抵当権から順位譲渡・放棄を受けた者 × ○ 

⑤  確定後の根抵当権から譲渡・放棄を受けた者 × ○ 

⑥  転抵当権者  × ○ 

⑦ 用益権者 ★4 × × 

 

（注1）後順位の担保権の登記名義人は，根抵当権の極度額の増額について利害関係を有する者

に該当し，これは当該担保権が仮登記であっても同様である★7 

 

（注2）極度額の更正の登記を申請する場合であっても同様である（昭46.10.4民甲3230号）。 

★6 

 

（注3）極度額増額の契約がなされ，その登記未了の間に後順位の抵当権設定登記がなされた場

合，その抵当権者の承諾を証する情報を提供する（登研438号）。★5 
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【債権の範囲の変更による根抵当権変更の登記】 

1 元本の確定前においては，債務者を追加的に変更することも債務者の一

部を除外することもできるが，その変更の登記の申請書には，変更後の

債務者全員を記載しなければならない。〔62-23-1〕 

 

 ○ 

2 根抵当権者Ａ及び設定者Ｂが債権の範囲を｢銀行取引｣から｢手形貸付取

引｣とする変更契約を締結し，当該債権の範囲の変更による根抵当権変

更の登記を申請する場合は，Ａを登記権利者，Ｂを登記義務者として当

該登記を申請しなければならない。〔ｵﾘｼﾞﾅﾙ〕 

 

 × 
 

3 Ａが所有する不動産にＢ銀行株式会社を根抵当権者とする根抵当権の

設定の登記がされていた場合において，当該根抵当権がＣ銀行株式会社

に全部譲渡され，同時に，ＡとＣ銀行株式会社との間で，債権の範囲を

「銀行取引」から「手形貸付取引」に変更する契約がされたときは，当

該根抵当権の変更の登記の申請においては，Ａが権利者，Ｃ銀行株式会

社が義務者となる。〔23-20-イ〕 

 

 〇 

4 Ａを所有権の登記名義人とする甲土地について，Ｂを根抵当権の登記名

義人とし，債権の範囲を「証書貸付取引 当座貸越取引」とする根抵当

権の登記がされている場合において，Ａ及びＢが元本の確定前に債権の

範囲を「銀行取引」とする合意をしたときは，Ａを登記権利者，Ｂを登

記義務者として，当該根抵当権の変更の登記の申請をすることができ

る。〔31-21-ウ〕 

 

 × 

5 Ａ及びＢが準共有する確定前の根抵当権について，Ａのみについて債権

の範囲を変更した場合には，Ａと根抵当権設定者との共同申請により，

根抵当権変更の登記を申請することができる。〔16-20-ウ〕 

 

 × 

6 Ａ名義の不動産に，債務者をＣ及びＤとするＢ名義の根抵当権設定の登

記がされている場合において，元本確定前に，変更を原因として債務者

をＣとする当該根抵当権の変更の登記を申請する際は，Ａが登記権利

者，Ｂが登記義務者となる。〔ｵﾘｼﾞﾅﾙ〕 

 

 〇 
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【債権の範囲の変更による根抵当権変更の登記】 

 登記の目的  ○番根抵当権変更 

 原   因  令和○年○月○日変更 

 変 更 後 の 事 項  債権の範囲 ○○（注１） 

 権 利 者  Ｘ（注２） 

 義 務 者  Ａ（注２） 

 添 付 書 類  登記原因証明情報  登記識別情報  印鑑証明書  代理権限証明情報 

 登録免許税  金1,000円 

 

（注１）以下のように，変更がなかった部分も含めて，変更後の事項を全部記載しなければな

らない。債務者の変更の場合も同様である（昭46.12.24民甲3630号）。★1 

 

 「変更後の事項」 

債権の範囲を 

「Ａ」→「ＡＢ」へ変更 

「変更後の事項 債権の範囲 ＡＢ」 

債権の範囲を共有根抵当権者

の一方についてのみ変更 

「変更後の事項 債権の範囲 根抵当権者ＸにつきＡ 

                        根抵当権者ＹにつきＢ」 

 

（注２） 

 具 体 例 権利者 義務者 

拡張★4 証書貸付取引       →証書貸付取引・当座貸越取引 根抵当権者 設定者 

不明確 

証書貸付取引       →当座貸越取引 

根抵当権者 設定者 証書貸付取引・当座貸越取引→手形債権 

手形債権         →証書貸付取引・当座貸越取引 

縮減 
証書貸付取引・当座貸越取引→証書貸付取引 

設定者 根抵当権者 
銀行取引         →手形貸付取引 ★2.3 

 

□ 準共有根抵当権における準共有者の１人のためにする債権の範囲の変更の登記は，準共有

者全員と設定者が共同で申請しなければならない。★5 

 

□ 申請人の分配の考え方は，債務者の変更も同様である。 ★6
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【優先の定めの新設の場合の根抵当権変更登記】 

1 根抵当権の共有者の一人が優先弁済を受ける旨の定めの登記は，根抵当

権設定者が申請人にならず，かつ，申請書に根抵当権設定者の承諾書の

添付も要しない。 

〔9-23-エ（58-15-3，63-17-1，6-13-ウ，26-23-ア）〕 

 

 〇 

2 根抵当権の準共有者Ａ，Ｂ及びＣのうちＡＢ間のみで優先の定めをした

場合，当該優先の定めの登記を申請することはできない。 

〔ｵﾘｼﾞﾅﾙ〕 

 

 〇 

3 優先の定めの変更の合意は，一部の根抵当権の共有者の間においてもす

ることができるが，その旨の登記の申請書には，他の共有者の同意書を

添付しなければならない。〔63-17-4〕 

 

 × 

4 根抵当権の準共有者ＡＢ間で，優先の定めとして｢ＡがＢに優先する｣と

していたものを，｢ＢがＡに優先する｣と変更する場合，Ｂを登記権利者，

Ａを登記義務者として当該優先の定めの変更の登記を申請しなければ

ならない。〔ｵﾘｼﾞﾅﾙ〕 

 

 × 

 

5 根抵当権の準共有者ＡＢ間で，優先の定めを変更する登記を申請する場

合，既に登記された優先の定めの登記の際に通知を受けた登記識別情報

を提供することを要する。〔ｵﾘｼﾞﾅﾙ〕 

 

 × 

 

6 元本確定前の根抵当権の準共有者ＡＢ間で定めた優先の定めを合意解

除により廃止した場合，｢合意解除｣を登記原因として当該優先の定めの

登記の抹消を申請しなければならない。〔ｵﾘｼﾞﾅﾙ〕 

 

 × 

 

7 Ａ及びＢの準共有の根抵当権につき，配当される額の一部分について，

ＡがＢに優先する旨の優先の定めの登記は申請することができない。〔ｵ

ﾘｼﾞﾅﾙ〕 

 

 × 

8 甲土地を目的として登記名義人をＡとする１番根抵当権，登記名義人を

Ｂとする２番抵当権が設定されている場合において，Ａが１番根抵当権

をＢに一部譲渡したときは，Ａ及びＢは，１番根抵当権につき，優先の

定めの内容として｢２番抵当権によって配当を受けられなかった金額に

ついて，譲受人Ｂが譲渡人Ａに優先して弁済を受けるものとする｣旨の

登記を申請することができる。〔ｵﾘｼﾞﾅﾙ〕 

 × 

※ 

 

※ ２番抵当権によって配当を受けられなかった金額は，優先の定めの内容としての明確性を

欠くため，認められない 
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【優先の定めの新設の場合の根抵当権変更登記】 

 登記の目的  ○番根抵当権優先の定め 
 原   因  令和○年○月○日合意 
 優先の定め  Ｘ７・Ｙ３の割合 
 申 請 人  Ｘ 
        Ｙ 
 添 付 書 類  登記原因証明情報  登記識別情報  代理権限証明情報 
 登録免許税  金1,000円 

 
＜優先の定めの手続＞ 

 優先の定めを新設した
場合 

優先の定めを変更した
場合 

優先の定めを廃止した
場合 

登記の目的 
○番根抵当権優先の定
め 

○番根抵当権優先の定
め変更 

○番根抵当権優先の定
め変更（注３） 

原   因 年月日合意 年月日合意 年月日合意解除 

登記事項 
優先の定め 
Ａ７・Ｂ３の割合 
（注１） 

変更後の事項 
優先の定め 
Ａ３・Ｂ７の割合 

変更後の事項 
優先の定め 廃止 

申請人 
★1 

合同申請  
（根抵当権者全員） 
★2 

合同申請（変わる人のみ） 
★4.3 （注２） 

合同申請 

登録免許税 １０００円 １０００円 １０００円 

 

（注１） 優先の定めの内容と可否 

優先の定めの内容 可否 

「株式会社Ａ７・株式会社Ｂ３の割合」 ○ 

「株式会社Ａは株式会社Ｂに優先」[Ｈ３書式] ○ 

「極度額 3000 万円のうち 2000 万円については甲が乙に優先し，残りは甲 7・乙 3

の割合で優先弁済を受ける」 
○ 

「極度額 3000 万のうち 2000 万円については，甲が乙に優先する」 ○ 

「配当額の 1／2 についてはＡはＢに優先する」 ★7 ○ 

「甲・乙・丙の順位で優先する」 ○ 

「Ａ40％ Ｂ60％」（登記研究 315-55） ○ 

「Ａ１０分の４、Ｂ１０分の６」（登記研究 315-55） ○ 

○番根抵当権によって配当を受けられなかった金額について，ＡがＢに優先して弁

済を受ける（登記研究 315-54）★8 
× 

 

（注２） 根抵当権の準共有者ＡＢが各々登記名義人となった際に通知を受けた登記識別情報

を提供することを要する★5 

 

（注３）合意解除により根抵当権の優先の定めを廃止した場合，合意解除を登記原因として優

先の定めの変更の登記を申請すべきである（登記研究 661-219）★6 
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【確定期日の変更等の登記における申請手続】 
1 Ａ名義の甲不動産について，Ｂを根抵当権者とする確定期日の定めがあ

る根抵当権設定の登記がされた後，当該確定期日の変更の登記を申請す
る場合は，常にＢを登記権利者，Ａを登記義務者として当該申請をしな
ければならない。〔ｵﾘｼﾞﾅﾙ〕 
 

 × 
 

2 Ａを所有権の登記名義人とする甲土地に，Ｂを登記名義人とする根抵当
権の設定の登記がされている場合において，当該根抵当権について確定
期日を新設する登記を申請するときは，Ｂを登記権利者，Ａを登記義務
者として申請をする。〔ｵﾘｼﾞﾅﾙ〕 
 

 〇 

3 元本の確定期日を変更する根抵当権変更の登記は，根抵当権設定者が申
請人にならず，かつ，申請書に根抵当権設定者の承諾書の添付も要しな
い。〔9-23-ウ〕 
 

 × 

4 甲土地の乙区１番で根抵当権の設定の登記がされた後に，確定期日の定
めを新たに設ける登記が乙区１番付記１号でされた場合において，当該
確定期日を廃止するときは，乙区１番付記１号の登記の抹消を申請す
る。〔ｵﾘｼﾞﾅﾙ〕 
 

 × 

5 根抵当権に確定期日の登記がされている場合において，当該確定期日を
廃止したときは，根抵当権変更の登記を申請することができる。 

〔ｵﾘｼﾞﾅﾙ〕 

 ○ 

 
【後発的準共有者への弁済となすべき登記】 
1 Ａを登記名義人とする抵当権の設定の登記がされた後，ＡからＢに対し

て債権一部譲渡を登記原因とする当該抵当権の一部の移転の登記がさ
れている場合において，当該抵当権の被担保債権のうちＡの債権のみが
弁済されたときは，「Ａの債権弁済」を登記原因として，抵当権の変更
の登記を申請することができる。 〔27-23-ア〕 
 

 ○ 

2 抵当権者ＡがＣに対して債権一部譲渡をしたことによる抵当権一部移
転の登記をした後に，債務者兼設定者Ｂの弁済によりＣの債権が消滅し
た場合，｢年月日弁済｣を登記原因として，抵当権一部移転の登記の抹消
を申請することができる。〔ｵﾘｼﾞﾅﾙ〕 
 

 × 
 

3 元本の確定したＡの根抵当権について，Ｂが一部代位弁済したことによ
り，Ａの根抵当権がＢに一部移転した後に，Ａが有する債権についての
み債務者Ｃから弁済があった場合，「Ａの債権弁済」を登記原因とする
根抵当権の根抵当権者をＢとする変更の登記を申請することができる。
〔ｵﾘｼﾞﾅﾙ〕 
 

 〇 

4 乙区でＡの１番根抵当権がされ，当該根抵当権について元本確定の登記
がされた後，Ｂへの一部移転の登記がされている。平成26年６月１日に，
１番根抵当権で担保されているＡの債権全部の弁済がされた場合の申
請書の一部は以下の通りになる。〔ｵﾘｼﾞﾅﾙ〕 
目的 １番根抵当権の根抵当権者をＢとする変更 
原因 平成26年６月１日Ａの債権弁済 
 

 〇 

5 Ａを登記名義人とする甲土地の所有権を目的として登記されている，抵
当権者をＢ，債務者をＣとする抵当権について，ＢからＤへの債権一部
譲渡を登記原因とする抵当権の一部移転の登記がされた場合において，
ＢがＣから自己の債権のみの弁済を受けたことにより当該抵当権の変
更の登記を申請するときは，残存債権額を申請情報の内容とすることを
要するが，ＤがＣから自己の債権のみの弁済を受けたことにより当該抵
当権の変更の登記を申請するときは，残存債権額を申請情報の内容とす
ることを要しない。〔ｵﾘｼﾞﾅﾙ〕 

 × 
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【確定期日の変更等の登記における申請手続】 

 新設 延期 繰上 廃止 

登記の目的 ○番根抵当権変更 

登記原因 ○年○月○日新設 ○年○月○日変更 ○年○月○日変更 
○年○月○日変更 

（注）  

変更後の事項 

変更後の事項 変更後の事項 変更後の事項 変更後の事項 

確定期日 

○年○月○日 

確定期日 

○年○月○日 

確定期日 

○年○月○日 
確定期日 廃止 

申
請
人 

権利者 根抵当権者★2 根抵当権者 設定者 ★1 根抵当権者 

義務者 設定者 ★2 設定者 根抵当権者★1 設定者 

利害関係人 なし ★3 

（注） 根抵当権の確定期日の定めを廃止するときは，根抵当権の変更の登記を申請する 
（昭 52.2.5 民三 774 号）。★5.6 

 

 

【後発的準共有者への弁済となすべき登記】 

 抵当権 根抵当権 

原抵当権者 甲 

に対して弁済した 

★1 

後発的準共有者乙 

に対して弁済した 

★2 

原根抵当権者甲 

に対して弁済した 

★3.4 

後発的準共有者乙 

に対して弁済した 

登記の目的 ○番抵当権変更 ○番抵当権変更 

○番根抵当権の根

抵当権者を乙とす

る変更 

○番付記○号根抵

当権一部移転抹消 

原 因 甲の債権弁済 乙の債権弁済 甲の債権弁済 弁済 

変更後の

事項 

債権額 金○円 

★5 

債権額 金○円 

★5 
なし  

権利者 設定者 設定者 設定者 甲（又は設定者） 

義務者 甲 乙 甲 乙 
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【根抵当権者の相続・債務者の相続】 

 
根抵当権者の相続 債務者の相続 

申請すべき登

記 

１件目 

相続による 

根抵当権移転 

２件目 

指定根抵当権者

の合意  

１件目 

相続による 

債務者の変更 

２件目 

指定債務者の合

意  

登記の目的 ○番根抵当権移転 ○番根抵当権変更 ○番根抵当権変更 ○番根抵当権変更 

原  因 相続 合意 相続 合意 

申請方式 単独申請 共同申請 共同申請 共同申請 

申 

請 

人 

権利者 
根抵当権者の 

相続人 ※ 

前件の相続によ

る根抵当権移転

登記の登記名義

人 

根抵当権者 根抵当権者 

義務者 

 

設定者 設定者 設定者 

登記識別情報 不要 要 要 要 

登記義務者に

関する印鑑証

明書 

不要 要 要 要 

登録免許税 極度額×1/1000 
不動産１個につ

き金 1,000 円 

不動産１個につ

き金 1,000 円 

不動産１個につ

き金 1,000 円 

登記の 

実行形式 
付記登記 付記登記 付記登記 付記登記 

※ 根抵当権者の相続・相続人が複数の場合の持分の記載 

根抵当権については，元本確定後であっても，「持分」が申請情報の内容となることはな

いといえる（「逐条不動産登記令」p39）。元本確定後の根抵当権が共有である場合には，もと

もと共有根抵当権であったものが確定した場合のほか，もともと単有根抵当権であったもの

について元本確定後にその被担保債権の一部が譲渡等された場合があるが，いずれの場合で

あっても，根抵当権には，元本確定後であっても，民法第 398 条の 14 第１項本文の適用があ

ると解されているからである。 
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【根抵当権者又は債務者に合併があった場合の登記申請手続】 

 根抵当権者  債務者  

態 様 根抵当権の合併による移転 債務者の合併による変更 

登記の種類 移転（権利主体の変更） 変更（権利内容の変更） 

消滅会社の抹消 移転登記だから抹消しない 変更登記なのに抹消しない 

登記の目的 ○番根抵当権移転 ○番根抵当権変更 

申請構造 単独申請 共同申請 

申
請
人 

権利者 
合併により根抵当権を承継した者

（存続・新設会社） 

根抵当権者 

義務者 設定者 

原 因 令和○年○月○日合併 

変更後の事項  

変更後の事項 

債務者（被合併会社 株式会社Ｂ） 

（本店省略） 株式会社Ｃ 

登記原因証明情報 要 

登記識別情報 不要 要 （22） 

登記義務者に関す

る印鑑証明書 
不要 

要（原則） 

（cf．抵当権の債務者の合併） 

登録免許税 極度額 × 1/1000 不動産１個につき金 1,000 円 

登記の実行 付記登記 
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【根抵当権者又は債務者の相続が根抵当権に及ぼす影響】 
1 債務者Ａ，ＢのうちＡについて相続が開始し，民法第 398の８条第２項

の債務担保の合意の登記をしないうちに６か月が経過した場合にあっ
ては，当該根抵当権の元本は確定しないから，その後において債権の範
囲の変更の登記の申請をすることができる。 

〔4-23-4（12-13-1，13-17-エ）〕 
 

 〇 

2 相続による根抵当権移転の登記がされた後，指定根抵当権者の合意の登
記を申請する前に，他の事由で元本が確定した場合であっても，相続開
始後６か月を経過する前であれば，指定根抵当権者の合意の登記を申請
することができる。       〔12-12-オ（16-20-オ）〕 
 

 〇 

3 根抵当権者Ａが死亡し，６か月が経過する前に，Ａの相続人Ｂが根抵当
権につき何も行為せず死亡した場合，Ｂが死亡した時から６か月経過前
であれば，指定根抵当権者の合意の登記を申請することができる。〔ｵﾘｼﾞ
ﾅﾙ〕 
 

 × 
 

4 根抵当権の債務者について相続が開始した後，６か月が経過する前に，
その相続人について第二の相続が開始した場合，第二の相続の開始時か
ら６か月が経過するまでは，指定債務者の登記を申請することができ
る。〔13-17-ウ〕 
 

 × 

5 相続を登記原因とする債務者の変更の登記がされた場合において，指定
債務者の合意の登記がされていないときは，相続開始後６か月以内の間
は，根抵当権者は，元本の確定の登記を申請することができない。
〔22-17-ア〕 
 

 〇 

6 Ａ所有の甲土地に，根抵当権者をＢ，債務者をＣとする根抵当権設定の
登記がされている場合において，債務者をＤとする｢相続｣を登記原因と
する根抵当権変更の登記がされ，指定債務者の合意の登記がされる前
で，かつ，相続開始後６か月以内であるときは，当該根抵当権の極度額
変更の登記を申請することはできない。〔ｵﾘｼﾞﾅﾙ〕 
 

 × 
 

7 元本の確定前に根抵当権者について相続が開始した場合において，相続
開始後６か月以内に民法第 398条の８第１項の合意がされているとき
は，いつでも当該合意についての登記を申請することができる。 
〔17-19-オ〕 

 × 

 
【相続による根抵当権移転登記における相続人】 
1 担保権者について相続が開始し，共同相続人の中に自らの相続分を超え

る遺贈を受けた者がいる場合において，この者は，相続を原因とする担
保権移転の登記につき，当該担保権が，抵当権であるときは登記の申請
人となることはないが，確定前の根抵当権であるときは登記の申請人と
なることがある。〔16-18-ウ〕 
 

 〇 

2 元本の確定前の根抵当権の登記名義人Ａが死亡し，Ａに配偶者Ｂ及び子
Ｃがいる場合は，Ｂが相続の放棄をしたときであっても，Ｂは，相続に
よる根抵当権の移転の登記の申請人となる。〔10-22-ア〕改題 
 

 × 

3 元本確定前の根抵当権につき，根抵当権者に相続が発生した場合，遺産
分割協議書に，相続人の一人が既発生の債権を相続しない旨が記載され
ている場合，当該相続人を指定根抵当権者とする合意の登記は，申請す
ることができない。〔10-22-イ〕 
 

 × 

4 根抵当権者Ａが死亡し，共同相続が生じた場合において，共同相続人の
一人Ｂが，遺産分割協議書に既発生の債権を相続しない旨，及び民法第
398条の８第１項の合意による指定を受ける意思のない旨を明らかにし
たときは，Ｂは，相続による根抵当権移転の登記を申請することができ
ない。〔ｵﾘｼﾞﾅﾙ〕 
 

 〇 
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【根抵当権者又は債務者の相続が根抵当権に及ぼす影響】 

 元本の確定の有無 

原 則 相続開始後，６か月の経過により，相続開始時に遡及して確定する 

例 外 

① 抵当権者と設定者の合意をすること 

① 合意による登記を相続開始後６か月以内に申請すること ★7 

→確定しない  

 

イメージ 論点 結論 

根抵当権者  

Ａ   Ｂ→ 死亡 

     → 合意の登記なし 

根抵当権の共有者の１名について相続が

開始し，合意の登記をせずに６か月経過し

た場合，元本は確定するか  

確定しない 

★1 

根抵当権者 

Ａ    Ｂ   Ｃ 

①死亡  ②死亡   

第１の相続開始時から６か月以内に合意

の登記の申請をしていない場合，根抵当権

の元本は確定するか 

確定する 

★3.4 

 

 

相続  合意  確定 登記？ 相続開始後，他の事由で元本が確定した場

合でも，合意の登記ができるか 

〇 

★2 

 

 

相続  確定  合意 登記？ 

× 

 

 ←  合意の登記なし → 

 

相続  他の登記を申請？ 

元本確定前にのみ or元本確定後にのみす

ることができる登記 

× 

★5 

極度額の変更の登記 
〇 

★6 

 

【相続による根抵当権移転登記における相続人】 

 

イメージ 
相続による根抵当権移転登記の申請人と

なるか 
結論 

根抵当権者 Ａ（死亡） 

相続人 Ｂ（相続放棄） 

    Ｃ（特別受益） 

     Ｄ（遺産分割で既発生の債権を相

続しないことを合意） 

 

 

 

 

 

 

相続放棄をした者 × ★2 

根抵当権について相続が開始し，共同相

続人の中に自らの相続分を超える遺贈を

受けた者（特別受益者） 

〇 ★1 

※ 

遺産分割協議書等に相続人の一人が既発

生の債権を相続しない旨が記載されてい

る場合 

〇 ★3 

※ 

 

※ 相続による根抵当権の移転登記については，申請書に添付されている民法903条の特別受益

証明書又は遺産分割協議書等の書面に，既発生の債権を相続しない旨及び民法398条の８第１

項の合意による指定を受ける意思のない旨が明らかに記載されている者は，相続人とならな

い（昭46.12.27民三960号）。★4 

申請書 

目的 根抵当権移転 

根抵当権者（被相続人Ａ） 

     ？？？ 
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【債務者の相続におけるなすべき登記】 
1 相続による債務者の変更の登記と指定債務者の合意の登記とは，同一の

申請情報で申請することができる。〔ｵﾘｼﾞﾅﾙ〕 
 × 

 

2 元本の確定前に債務者について相続が開始した場合における民法第 398
条の８第２項の指定債務者の合意の登記は，あらかじめ相続による債務
者の変更の登記をした後でなければ，することはできない。 

〔4-23-1（62-23-4，13-17-イ）〕改題 
 

 〇 

3 根抵当権の債務者について，相続を登記原因とする根抵当権の変更の登
記がされた場合，登記記録には，被相続人である前債務者の氏名及び住
所に抹消する記号が記録される。〔ｵﾘｼﾞﾅﾙ〕 
 

 × 
 

4 相続による根抵当権の債務者変更の登記により，債務者としてＡのみが
登記記録に記録されている場合であっても，Ｂを指定債務者とする合意
の登記を申請することができる。〔ｵﾘｼﾞﾅﾙ〕 

 × 
 

 
【指定債務者合意後の追加設定における債務者の記載方法】 
1 相続を登記原因とする債務者の変更の登記及び指定債務者の合意の登

記がされた根抵当権の共同担保として，他の不動産に根抵当権を追加設
定する旨の登記を申請する場合において，申請情報の内容とすべき債務
者の氏名は，登記された指定債務者の合意において定められた者の氏名
のみである。〔22-17-ウ〕 

 × 

2 根抵当権の債務者であるＡが死亡し，その後６か月以内にＡの共同相続
人のうちＢを指定債務者とする根抵当権変更の登記がされた場合に，根
抵当権の追加設定の登記の申請をするときは，債務者としてＢ以外の他
の共同相続人も申請情報の内容としなければならない。 

〔ｵﾘｼﾞﾅﾙ〕 
 

 〇 

3 債務者の相続及び指定債務者の合意の登記がされている根抵当権につい
て，追加担保による根抵当権設定の登記を申請する場合，その申請書中に
相続債務者を表示するには，その住所，氏名のほか，被相続人の住所，氏
名，死亡年月日をも記載しなければならない。〔10-22-ウ〕 
 

 〇 

4 指定債務者の合意の登記がされた後に，共同根抵当権の追加設定登記を
申請する場合，申請書に記載する債務者は，指定債務者である。 

〔12-12-ウ〕 

 × 
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【債務者の相続におけるなすべき登記】 

順位番号 登記の目的 受付年月日 権利者その他の事項 

１ 根抵当権設定 （略） 原因    平成17年6月15日設定 

極度額   金３０００万円 

債権の範囲 売買取引 

債務者   (住所省略) 乙 

根抵当権者 (住所省略) Ｂ 

付記１号 １ 番根抵 当権

変更 

（略） 原因   平成18年6月30日相続 

債務者  (住所省略) 丙 

(住所省略) 丁 

付記２号 １ 番根抵 当権

変更 

（略） 原因   平成18年7月29日合意 

指定債務者 (住所省略) 丙 

 

論点 可否 

省略の可否 
相続人が１人の場合，相続による債務者変更登

記申請を省略することができるか 

できない 

（92） 

一括申請の可否 

①相続による債務者の変更 

②指定債務者の合意 

を一括申請することができるか 

できない ★1 

申請の順序 

①相続による債務者の変更※ 

②指定債務者の合意 

②の前提として，①を申請することが必要か 

必要 ★2 

（92） 

指定債務者とし

て選べる者 

相続による根抵当権の債務者変更の登記によ

り，債務者として登記記録に記録されている者

以外から，指定債務者を選ぶこと 

できない ★4 

（昭46.12.24民甲3630

号） 

 

※ 根抵当権の債務者の相続又は合併による根抵当権の変更の登記がされた場合，登記官は，

被相続人又は消滅会社である前債務者の氏名又は名称及び住所に抹消する記号を記録する

ことはできない（昭46.12.27民三960号）★3 

 

【指定債務者合意後の追加設定における債務者の記載方法】 

 

登記の目的   共同根抵当権設定（追加） 

原因      平成１８年７月２９日設定 

極度額   金３,０００万円 

債権の範囲  売買取引 

債務者（乙（平成１８年６月３０日死亡）の相続人） 

丙 

丁 

指定債務者(平成１８年７月２９日合意) 

丙 

根抵当権者  Ｂ 

設定者    Ａ  

□ 債務者として指定債務者以外

の相続人も申請情報の内容と

しなければならない（昭62.3.

10民三1083号）★1.2.4 

 

□ 相続債務者を表示するには，

その住所・氏名のほか，被相

続人の住所・氏名・死亡年月

日をも記載しなければならな

い。★3  
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